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○ 取扱い 

 原則として、DPP-4阻害剤と抗 GLP-1 受容体作動薬の併用は認められ

ない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 いずれも GLP-1 受容体を介した血糖降下作用を有するインクレチン関

連薬であり、併用により効果が増強するといったエビデンスもない。 

 GLP-1受容体作動薬は DPP-4阻害剤に比べ、インクレチンの血中濃度

が 2～3 倍程度上昇するといわれており、注射薬のみで効果は十分と考え

る。 

 


